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告 　 示
福井県告示第４２０号
　令和６年１０月１日付けで、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条
第１項に規定する医師を指定したので、身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年福井県規
則第６１号）第７条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
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診療科目 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地
1 内科 尾﨑　嘉彦 尾崎病院 大野市明倫町11番2号
2 外科 岸　　和樹 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2-2
3 外科 前田　敏樹 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2-2
4 脳神経外科 山田　真輔 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第２３号３番地
5 脳神経外科 川尻　智士 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第２３号３番地
6 脳神経外科 赤澤　愛弓 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第２３号３番地
7 内科 酒巻　一平 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第２３号３番地
8 内科 酒井　雅人 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2-2

　 　
福井県告示第４２１号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
薬局
担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者名称 代表者 開設者住所 指定日

精神通院
医療 日本調剤　月見薬局 福井市月見2丁目3番11号 日本調剤株式会社 代表取締役　笠井　直人 東京都千代田区丸の内１丁目９－１ 令和６年１０月１日

精神通院
医療 五番イマムラ薬局 大野市明倫町11-5 五番イマムラ薬品株式会

社 代表取締役　稲葉　知香 大野市明倫町11-5 令和６年１０月１日

精神通院
医療 エンゼル調剤薬局　月見店 福井市月見2丁目2番2-8 株式会社英エイチアンド

ケー 代表取締役　平野　洋一 福井市和田中3丁目111 令和６年１０月１５日

訪問看護ステーション
担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者氏名または名称 代表者氏名 開設者住所 指定日

精神通院
医療 ツクイ訪問看護ステーション 福井市中央三丁目6-2　損保ジャ

パンビル5階 株式会社　ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡
西一丁目6番1号 令和６年１０月１日

精神通院
医療 みんと訪問看護ステーション 越前市府中2丁目2-23Sビル1F北 株式会社　ボタニカルファーマシー 代表取締役　岩﨑　満子 越前市東千福町23-17 令和６年１０月１日

精神通院
医療 ケンコウ訪問看護ステーション 福井市大手２丁目１５－１１ 株式会社　明道館 代表取締役　八木　信人 福井市大手2-15-11 令和６年１０月１日
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精神通院
医療

ケアフルハウス訪問看護ステー
ション

越前市広瀬町153-12-3
株式会社　住みかえ情報
館

代表取締役　林　洋三 越前市高瀬1丁目32-20 令和６年１０月１日

　 　
福井県告示第４２２号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
病院または診療所
担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者の氏名または名称 代表者 開設者住所 担当する医療の種類 指定日

育成医療
更生医療 川畑矯正クリニック 鯖江市有定町３－１２９ 川畑　理人 鯖江市住吉町３－１２－８ 歯科矯正に関する医療 令和６年１０月１日

　 　
福井県告示第４２３号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
薬局
担当する
自立支援
医療の種類

名称 所在地 開設者の氏名または名称 代表者氏名 開設者住所 指定日

更生医療
育成医療 五番イマムラ薬局 大野市明倫町11-5 五番イマムラ薬品株式会

社 代表取締役　稲葉　知香 大野市明倫町11-5 令和６年１０月１日

公 　 告
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
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１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　福井県税務システム等運用保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県総務部税務課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和６年９月１９日
４　落札者の名称および住所
　　株式会社ＮＴＴデータ北陸
　　石川県金沢市広岡３丁目１－１
５　落札金額
　　１３１，１９４，８００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和６年８月６日
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県立病院長　道傳　研司
１　落札に係る調達物品の名称および調達予定数量
　　重油（ＪＩＳ規格１種１号）
　　１，４００キロリットル
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　落札者を決定した日
　　令和６年９月２０日
４　落札者の名称および住所
　　カワイ株式会社
　　越前市上太田町２９－１５－１
５　落札金額
　　１リットル当たり９４円３０銭
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和６年８月６日
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項規定による大規模小売
店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ゲンキ－大和田店
　　福井県福井市大和田町２９字４７　ほか
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名

　①ゲンキー株式会社
　　代表取締役　藤永　賢一
　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　②大和ハウスリアルティマネジメント株式会社
　　代表取締役　伊藤　光博
　　東京都千代田区神田三崎町３丁目３番２１号
　③株式会社ワークマン
　　代表取締役　小濱　英之
　　群馬県伊勢崎市柴町１７３２番地
３ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人に
あっては代表者の氏名

　①ゲンキー株式会社　
　　代表取締役　藤永　賢一
　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　②株式会社アミーゴ
　　代表取締役　中村　友秀
　　東京都千代田区神田多町２丁目１番地　神田進興ビル４階
　③株式会社ワークマン
　　代表取締役　小濱　英之
　　群馬県伊勢崎市柴町１７３２番地
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和７年６月３日
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５　大規模小売店舗の概要
　⑴　店舗面積　　　　　
　　　建物①　　　　　　９９７㎡
　　　建物②　　　　　　６６０㎡
　　　建物③　　　　　　４０７㎡
　　　合　計　　　　２，０６４㎡
　⑵　駐車場の位置および収容台数
　　　合　計　　　　　　　９０台
　⑶　駐輪場の位置および収容台数
　　　駐輪場①　　　　　　１０台
　　　駐輪場②　　　　　　　５台
　　　駐輪場③　　　　　　１５台
　　　合　計　　　　　　　３０台
　⑷　荷さばき施設の位置および面積
　　　荷さばき施設①　　　２４㎡
　　　荷さばき施設②　　　３６㎡
　　　荷さばき施設③　　　４０㎡
　　　合　計　　　　　　１００㎡
　⑸　廃棄物等の保管施設の位置および容量
　　　廃棄物保管施設①　４．８㎥
　　　廃棄物保管施設②　３．５㎥
　　　廃棄物保管施設③　２．０㎥
　　　合　計　　　　　１０．３㎥
　⑹　開店時刻および閉店時刻
　　　ゲンキ－大和田店
　　　午前９時～午後９時
　　　アミーゴ福井大和田店
　　　午前１０時～午後９時
　　　ワークマン女子福井店
　　　午前７時～午後９時
　⑺　駐車場を利用することができる時間帯
　　　午前６時３０分～午後９時３０分　　　
　⑻　駐車場の出入口の数　　　３箇所　
　⑼　駐車場の出入口の位置　　　　　　　
　　　出入口①（出入口）
　　　出入口②（出入口）
　　　入　口③（入口専用）

　⑽　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　荷さばき施設①　午前６時～午後１０時
　　　荷さばき施設②　午前９時～午後１２時
　　　荷さばき施設③　２４時間
６　届出のあった日
　　令和６年１０月２日
７　届出の縦覧場所　　　
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県福井市手寄１丁目４－１
　　　ＡＯＳＳＡ５階
　　　福井市商工労働部商工振興課
８　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
９　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項および同条第2項の規
定による大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条３項において準用する同法第５
条３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第8条第２項の規定により、この公告の日から4月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ゲンキー東鯖江店
　　福井県鯖江市下河端１５字神子町１番１　外１６筆
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名

　　ゲンキー株式会社
　　代表取締役　藤永　賢一
　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
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　　株式会社ワシントン靴店
　　代表取締役　北川　裕久
　　富山県富山市婦中町青島４０１番地
　　株式会社オートバックスセブン
　　代表取締役　堀井　勇吾
　　東京都江東区豊洲５丁目６番５２号
３　変更した事項（第6条第１項）
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名および住所
　（変更前）
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役　藤永　賢一
　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・株式会社ワシントン靴店
　　　代表取締役　北川　裕久
　　　富山県富山市総曲輪３丁目５番５号
　（変更後）
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役　藤永　賢一
　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・株式会社ワシントン靴店
　　　代表取締役　北川　裕久
　　　富山県富山市婦中町青島４０１番地
　　・株式会社オートバックスセブン
　　　代表取締役　堀井　勇吾
　　　東京都江東区豊洲５丁目６番５２号
　⑵ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人
にあっては代表者の氏名

　（変更前）
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役　藤永　賢一
　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・株式会社ワシントン靴店
　　　代表取締役　北川　裕久
　　　富山県富山市総曲輪３丁目５番５号
　（変更後）
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役　藤永　賢一

　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・株式会社エムクライム
　　　代表取締役　森本　光則
　　　兵庫県三木市府内町４０１－１
　　・株式会社オートバックスセブン
　　　代表取締役　堀井　勇吾
　　　東京都江東区豊洲５丁目６番５２号
４　変更の年月日
　　令和６年１１月１日
５　変更する理由
　⑴　設置者を変更したため。
　⑵　小売業者を変更したため。
６　変更しようとする事項（第６条第２項）
　⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　（変更前）３，５７０．５７㎡
　　（変更後）２，２９３㎡
　⑵　駐輪場の位置および収容台数
　　（変更前）４７台
　　（変更後）４７台
　⑶　荷さばき施設の位置および面積
　　（変更前）１００．５㎡
　　（変更後）１０４．０㎡
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置および容量
　　（変更前）３９．６０㎥
　　（変更後）４０．１７㎥
　⑸　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻
　　（変更前）
　　　・ゲンキー株式会社
　　　　午前８時～午後１０時
　　　・株式会社ワシントン靴店
　　　　午前１０時～午後８時
　　（変更後）
　　　・ゲンキー株式会社
　　　　午前８時～午後１０時
　　　・株式会社エムクライム
　　　　午前１０時～午後８時
　　　・株式会社オートバックスセブン
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　　　　午前１０時～午後８時
　⑹　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　（変更前）
　　　・荷さばき施設１
　　　　午前６時～午後３時
　　　・荷さばき施設２
　　　　午前９時～午前１０時
　　（変更後）
　　　・荷さばき施設１
　　　　午前６時～午後３時
　　　・荷さばき施設２
　　　　午前１０時～午後８時
　　　・荷さばき施設３
　　　　午前１０時～午後８時
７　変更する年月日
　　令和６年１２月１日
８　変更する理由
　 　ゲンキー東鯖江店の建替えに伴い、縮小したスペースへのオートバックスの移転新設
、既存建物における中古車販売のウイードの移転により、駐輪場、荷さばき施設、廃棄
物保管施設、営業時間を変更するため。
９　届出のあった日
　　令和６年９月２６日
１０　届出の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県鯖江市西山町１３－１
　　　鯖江市産業観光部商工観光課
１１　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
１２　意見書の提出先
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による大規模小

売店舗の変更の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第8条第２項の規定により、この公告の日から4月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－２　坂井店
　　福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名

　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　代表取締役　三ッ田　佳史
　　福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１
３　変更しようとする事項
　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　（変更前）
　　午前７時～午後６時
　　（変更後）
　　２４時間
４　変更の年月日
　　令和６年９月２６日
５　変更する理由
　　荷さばき時間を変更するため。
６　届出のあった日
　　令和６年９月２５日
７　届出の縦覧場所　　　
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県坂井市坂井町下新庄１－１
　　　坂井市産業政策部商工労政課
８　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
９　意見書の提出先
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　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による大規模小
売店舗の変更の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第8条第２項の規定により、この公告の日から4月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－２　上中店
　　福井県三方上中郡若狭町脇袋１１号下
　　黒切１２番地１　外１８筆
　　福井県三方上中郡若狭町上吉田５号白
　　川作２６番地１　外６筆
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名
　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　代表取締役　三ッ田　佳史
　　福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１
３　変更しようとする事項
　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　（変更前）
　　午前７時～午後６時
　　（変更後）
　　２４時間
４　変更の年月日
　　令和６年９月２６日
５　変更する理由
　　荷さばき時間を変更するため。
６　届出のあった日
　　令和６年９月２５日
７　届出の縦覧場所　　　
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県三方上中郡若狭町中央１－１

　　　若狭町観光商工課
８　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
９　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による大規模小
売店舗の変更の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第8条第２項の規定により、この公告の日から4月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　⑴　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－３　清水店
　　　福井県福井市三留町２１号４番地
　⑵　ＪＡ越前丹生農産物直売所　丹生膳野菜
　　　福井県福井市風巻町２７－２
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名

　⑴　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ッ田　佳史
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１
　⑵　福井県農業協同組合
　　　代表理事組合長　冨田　勇一
　　　福井県福井市大手３丁目２番１８号
　⑶　高縄　信隆
　　　福井県福井市中野３丁目５０８
３　変更しようとする事項
　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　（変更前）
　　荷さばき施設①②③④⑤
　　午前7時～午後5時



令和６年10月15日（火） 福 井 県 報 第 320 号9

　　荷さばき施設⑥
　　午前９時～午後９時
　　（変更後）
　　荷さばき施設①②③④
　　２４時間
　　荷さばき施設⑤
　　午前７時～午後５時
　　荷さばき施設⑥
　　午前９時～午後９時
４　変更の年月日
　　令和６年９月２７日
５　変更する理由
　　荷さばき時間を変更するため。
６　届出のあった日
　　令和６年９月２６日
７　届出の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県福井市手寄1丁目４－１
　　　ＡＯＳＳＡ５階
　　　福井市商工労働部商工振興課
８　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
９　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、令和６年９月２６日に国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所より公
共測量の実施についての通知があったので、同法第３９条において準用する同法第１４条
第３項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　測量計画機関の名称

　　福井河川国道事務所
２　作業の種類
　　公共測量（道路基準点）
３　作業の期間
　　令和６年１０月７日から令和６年１２月２０日まで
４　作業の地域
　　国道２７号５４．２ＫＰ～７３．４ＫＰ
　　（小浜市加斗～大飯郡高浜町六路谷）
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務（以下「特定役務」という。）の名称
　　　福井県土木部業務用タブレット端末賃貸借業務　一式（長期継続契約）
　⑵　調達役務に関する仕様等
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　契約期間
　　　契約締結日から令和１２年２月２８日まで
　⑷　機器納入期限
　　　令和６年１２月２５日（５０台）
　　　令和７年２月１０日（１５０台）
　⑸　賃貸借期間
　　　令和６年１２月２５日から令和７年２月９日（５０台）
　　　令和７年２月１０日から令和１２年２月２８日（２００台）
　　 　この期間に、福井県において契約締結年度の翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額
に減額または削除があった場合は、この契約を解除する。

２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の日時
までに資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする
。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当
しない者であること。
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　⑵　入札日において現に福井県による指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民
事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい
ない者であること。

　⑷　県税および国税に滞納がない者であること。
　⑸　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ 　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　この入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に
係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、紙
入札承認願を契約担当者に提出し、契約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確
認申請書または入札書の提出を行うことができる。
４　入札参加資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、申請書に必要と認められる書類（以下「資料」と
いう。）を添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関して県の事前審査を受け
、資格の確認を受けなければならない。
　⑴　提出期間
　　 　令和６年１０月１５日（火）午前１０時から令和６年１１月２０日（水）午後４時
まで（福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条に規定する県
の休日（以下「休日」という。）を除く。）

　⑵　申請書等の提出方法
　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が提出期間中に契約担当者

が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなければなら
ない。

　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発
行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者の名義
で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録したものと
する。

　　 　ただし、紙入札の承認を受けるものは、入札説明書の別紙様式１を資料と共に契約
担当者へ持参、もしくは必ず配達記録が残る方法にて郵送（民間事業者含む。）する
こと。

　⑶　提出場所
　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県土木部土木管理課
５　入札説明書等の交付等に関する事項
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局
の名称および所在地ならびにこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県土木部土木管理課
　　　電話　０７７６－２０－０４７１
　⑵　入札説明書等の交付
　　 　福井県物品等競争入札情報サービスシステムに添付される電子データを参照するこ
と。

６　入札書の提出方法、提出期間および入札日時等
　⑴　入札書の提出方法
　　 　入札書は、電子入札システムを使用して送信する（紙入札によりこの入札に参加し
ようとする場合を除く。）。

　　（提出期間）
　　　令和６年１１月２６日（火）午前８時３０分から午後５時まで
　　　令和６年１１月２７日（水）午前８時３０分から午後４時まで
　⑵　紙入札により入札書の提出を希望する場合の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　６⑴と同様とする。
　　イ　提出方法
　　　　持参または郵送すること（郵送する場合は簡易書留郵便とする。）。
　　ウ　提出場所
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　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県土木部土木管理課
　⑶　開札の日時および場所
　　ア　日時
　　　　令和６年１１月２８日（木）午前１０時
　　イ　場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県　土木部　土木管理課
７　入札の方法
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
　　入札書に記載する金額は、次の「⑦総額（税抜）」の金額を記載すること。
　　また、入札書に次の①から⑦をそれぞれ記載した内訳書を添付すること。
　①　令和６年１２月分の賃借料（５０台分）　月額（税抜）
　　 　令和６年１２月２５日から令和６年１２月３１日までのタブレット端末５０台分の
賃借料（通信回線、保守等含む）の総額とする。

　　 　なお、賃貸借期間の始期が月の途中にかかるときは、当該月分の賃借料は日割り計
算により算定した額とする。計算した額に円未満の端数が生じた場合は、これは切り
捨てるものとする。

　②　令和７年１月分の賃借料（５０台分）　月額（税抜）
　　 　令和７年１月１日から令和７年１月３１日までのタブレット端末５０台分の賃借料
（通信回線、保守等含む）の総額とする。

　③　令和７年２月分の賃借料（５０台分）　月額（税抜）
　　 　令和７年２月１日から令和７年２月２８日までのタブレット端末５０台分の末賃借
料（通信回線、保守等含む）の総額とする。

　④　令和７年２月分の賃借料（１５０台分）　月額（税抜）
　　 　令和７年２月１０日から令和７年２月２８日までのタブレット端末１５０台分の賃
借料（通信回線、保守等含む）の総額とする。

　　 　なお、賃貸借期間の始期が月の途中にかかるときは、当該月分の賃借料は日割り計
算により算定した額とする。計算した額に円未満の端数が生じた場合は、これは切り
捨てるものとする。

　⑤　令和７年３月から令和１２年２月の賃借料（２００台分）　月額（税抜）
　　 　令和７年３月１日から令和１２年２月２８日までのタブレット端末２００台分の賃
借料（通信回線、保守等含む）の月額とする。

　⑥ 　令和７年３月から令和１２年２月の賃借料（２００台分）　総額（税抜）（⑤×６
０ヶ月）

　　 　令和７年３月１日から令和１２年２月２８日まで（６０ヶ月）のタブレット端末２
００台分の賃借料（通信回線、保守等含む）の総額とする。

　⑦　総額（税抜）（①＋②＋③＋④＋⑥）
　　 　令和６年１２月２５日～令和１２年２月２８日のタブレット端末賃借料（通信回線
、保守等含む）の総額とする。

８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。

９　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および通
貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ 　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑹　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　ア　申請者の受付時期
　　　　休日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺　 この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
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。
１０　Summary
　⑴ 　Subject matter：Rental service of Fukui Prefecture Public Works 
Department tablet terminal for business

　⑵ 　Bidding date and time：Thursday, November 28,2024 at 10:00 am(Time-
limit for the submission of tenders 4:00PM 27th November,2024)

　⑶　Contract period : From the contract date to February 28,2030
　⑷ 　Contact point for notification：Public Works Management Division, 
Department of Public Works, Fukui Prefectural government 3-17-1,Ohte, 
Fukui City, Fukui Prefecture,910-8580,Japan.(TEL 0776-20-0471)

福井県公安委員会告示第１０１号
　警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２３条第１項に規定する検定を次のとおり実
施する。
　　令和６年１０月１５日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　禿　了修
１　検定の区分、実施日、時間および場所
　⑴　検定の区分、実施日および時間
　　ア　学科試験
検定の区分 実施日 実施時間

雑踏警備業務１級
令和7年1月17日（金）

午前9時30分から
午前11時まで

雑踏警備業務２級
午後2時から
午後3時30分まで

　　イ　実技試験
検定の区分 実施日 実施時間

雑踏警備業務１級
令和7年2月20日（木）

午後1時から
午後5時まで

雑踏警備業務２級
午前8時30分から
正午まで

　⑵　実施場所
　　ア　学科試験
　　　　福井県福井市宝永３丁目８番１号　
　　　　福井県警察本部葵分庁舎１階第１会議室

　　イ　実技試験
　　　　福井県越前市余田町第２号１番地１
　　　　福井県警察本部交通部運転免許課丹南分室
２　定員
　　各２０人
３　受検資格
　⑴　雑踏警備業務２級
　　　福井県内に住所を有する者または福井県内の営業所に所属する警備員
　⑵　雑踏警備業務１級
　　　⑴に掲げる者であって、次のいずれかに該当するもの
　　ア 　雑踏警備業務２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、雑踏警備業務に従事した期間が１年以上である者
　　イ 　福井県公安委員会が、アに掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認め

る者
４　検定試験の方法および内容
　　学科試験および実技試験により行う。
　　ただし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験は行わない。
　⑴　雑踏警備業務１級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　雑踏の整理に関すること。
　　　エ　雑踏警備業務の管理に関すること。
　　　オ 　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。
　　イ　実技試験
　　　ア　雑踏の整理に関すること。
　　　イ　雑踏警備業務の管理に関すること。
　　　ウ 　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。
　⑵　雑踏警備業務２級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　雑踏の整理に関すること。
　　　エ 　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。

公安委員会告示



令和６年10月15日（火） 福 井 県 報 第 320 号13

　　イ　実技試験
　　　ア　雑踏の整理に関すること。
　　　イ 　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。
５　申請手続等
　⑴　受付期間
　　 　令和６年１２月２日（月）から同年１２月６日（金）までの午前９時から午後０時
までおよび午後１時から午後５時までの間（日曜日、および土曜日を除く。定員にな
り次第受付を終了する。）

　⑵　検定申請書等の提出先
　　 　検定を受けようとする者（以下「検定申請者」という。）の住所地または検定申請
者の属する営業所の所在地を管轄する警察署

　　 　なお、原則として本人が直接申請することとし、郵送や代理人による申請は認めな
い。

　⑶　提出書類等
　　ア　検定申請書　１通
　　イ 　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメ

ートル、横２．４センチメートルの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記
載したもの）　２葉

　　ウ 　検定申請者の住所地を管轄する警察署に申請する者にあっては、その者の住所地
を疎明する書面　１通

　　エ 　警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署に申請する者にあって
は、その者が当該営業所に属することを疎明する書面　１通

　　オ 　３⑵アに該当する者にあっては、雑踏警備業務２級の検定に係る合格証明書の写
しおよび当該合格証明書の交付を受けた後、当該業務に従事した期間が１年以上で
あることを疎明する書面　各１通

　　カ　３⑵イに該当する者にあっては、当該疎明書面　１通
　⑷　受検手数料
　　 　１３，０００円に相当する手数料を、受付時に受理番号を取得してから納入するこ
と。

　　　なお、納付された受検手数料は、返還しない。
６　その他
　⑴　検定受検時の携行品
　　ア　学科試験
　　　・　筆記用具
　　イ　実技試験
　　　・　筆記用具

　　　・　室内用運動靴
　⑵　受検票の交付
　　　受検票は、学科試験当日の受付時に交付する。
７　検定に関する問合せ先
　　福井県警察本部生活安全部生活安全企画課
　 　電話０７７６－２２－２８８０（内線３１９２、３１９３）または各警察署生活安全
課（係）
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